
① 表-1の観測点のいずれかにおいて震
度４の地震が発生したとき（観測点内
にダムがない場合は震度５弱）。

① 表-1の観測点のいずれかにおいて震
度５弱以上の地震が発生したとき（観
測点内にダムがない場合は震度５
強）。

① 表-１の観測点のいずれかにおいて震
度６弱以上の地震が発生したとき。

② 木津川上流河川事務所地震災害対策
部長が必要と判断したとき。

② 木津川上流河川事務所地震災害対策
部長が必要と判断したとき。

② 大規模災害が確認されたとき。または
発生の恐れがあるとき。

③ ③
③ 木津川上流河川事務所地震災害対策

部長が必要と判断したとき。

④
河川部関係地震災害対策本部長が指
示したとき。

① 大雨及び洪水に関する注意報が発令
され、木津川上流河川事務所風水害
対策部長が必要と判断したとき。

① 大雨及び洪水に関する警報が発令さ
れ、木津川上流河川事務所風水害対
策部長が必要と判断したとき。

① 流域平均累加雨量が130mmになり、さ
らに降雨の継続が予想されるとき。

① 岩倉、名張、安部田の水位観測所の
いづれかの水位が氾濫危険水位及び
計画高水位を越えたとき。

② 台風の本邦上陸が予想され、木津川
上流河川事務所風水害対策部長が必
要と判断したとき。

② 台風の近畿地方接近又は上陸が予想
され、木津川上流域に影響があると予
想されるとき。

② 岩倉、名張、安部田の水位観測所の
いづれかの水位が氾濫注意水位を越
え、なお上昇すると予想されるとき。

② 甚大な被害が発生したとき。

③ 流域平均累加雨量が50mmになり、さ
らに降雨の継続が予想されるとき。

③ 流域平均累加雨量が80mmになり、さ
らに降雨の継続が予想されるとき。

③ 兼用道路に係る交通規制の要請が予
想されるとき。

③ 河川部関係風水害対策本部長が指示
したとき。

④ 岩倉、名張、安部田の水位観測所の
いづれかの水位が、水防団待機水位
を越すと予想されるとき。

④ 岩倉、名張、安部田の水位観測所の
いずれかの水位が氾濫注意水位を越
すと予想されるとき。

④ 更に甚大な被害の発生の恐れがある
とき。

④ 木津川上流河川事務所風水害対策部
長が必要と判断したとき。

⑤ 水門等の操作に備え注意する必要が
あるとき。

⑤ 水防活動の必要があるとき。 ⑤ 河川部関係風水害対策本部長が指示
したとき。

⑥ 河川部関係風水害対策本部長が指示
したとき。

⑥ 水門等の警戒体制をとるとき。 ⑥ 木津川上流河川事務所風水害対策部
長が必要と判断したとき。

⑦ ⑦ 被害の発生の恐れがあるとき。
⑧ 河川部関係風水害対策本部長が指示

したとき。
⑨ 木津川上流河川事務所風水害対策部

長が必要と判断したとき。

注意体制 警戒（第１）体制 警戒（第２）体制

木津川上流河川事務所風水害対策部
長が必要と判断したとき。

注意体制

（1）地震災害
災害対策部設置基準

警戒体制 非常体制

（2）風水害

河川部関係地震災害対策本部長が指
示したとき。

河川部関係地震災害対策本部長が指
示したとき。

非常体制

三重県 名張市、伊賀市

京都府 相楽郡（笠置町、南山城村）

奈良県 奈良県（宇陀市、山添村）

表-１　地震情報による直轄管理区域内基準地点リスト

府県名 郡市町村名



① 木津川上流河川事務所の管理区間及
びその流域において水質事故が発生
したとき。

① 水質事故により木津川上流河川事務
所の管理区間及びその流域におい
て、取水停止などの被害の恐れがある
とき。

① 水質事故により木津川上流河川事務
所の管理区間及びその流域におい
て、給水停止などの重大な被害の発
生の恐れがあるとき。

② 二次災害により水質事故の発生の恐
れがあり木津川上流河川事務所水質
事故対策部長が必要と判断したとき。

② 水質事故により原因物質の流出防止
対策を実施する必要があるとき。

② 木津川上流河川事務所水質事故対策
部長が必要と判断したとき。

③ 警戒体制または非常体制の後、木津
川上流河川事務所の管理区間及びそ
の流域に及ぼす影響は少なかったが、
河川の影響等の監視が必要なとき。

③ 木津川上流河川事務所水質事故対策
部長が必要と判断したとき。

④
木津川上流河川事務所水質事故対策
部長が必要と判断したとき。

（3）河川等水質事故災害
注意体制 警戒体制 非常体制






